
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和６年分所得税の定額減税」の特設サイトが開設されました 

 

 「令和６年度税制改正大綱」（令和５年 12月 22日閣議決定）で、岸田内閣が先に掲げた、令

和６年分の所得税額から一定額が控除される定額減税が盛り込まれました。法案が成立すれ

ば、給与所得者については令和６年６月１日以後最初に支払う給与等についての源泉徴収を行

う際から実施されることになります。金額は、１人あたり３万円、同一生計配偶者および扶養

親族がいる場合は 1人につき３万円の合計額です。 

 

◆定額減税特設サイト 

 法案成立前でも、給与計算担当者（源泉徴収義務者）が早期に準備に着手できるよう、国税

庁は特設サイトを設け、１月 30日に各種パンフレット・資料等を、そして２月５日にＱ＆Ａを

公表しました。 

 

◆「令和６年分所得税の定額減税のしかた」 

パンフレットは、１.定額現在の概要、２．給与の支払者の事務のあらまし、３．月次減税事

務の手順、４．年調減税事務の手順、５．源泉徴収票への表示について、全 16頁で解説されて

います。 

 

◆「令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ」 

Ｑ＆Ａは、制度の概要、対象者の選定、月次減額の方法、年調減税の方法、源泉徴収票・給

与支払明細書等への記載方法等、全 23頁、計 59のＱ＆Ａから構成されています。 

 

 今回の定額減税は、給与計算実務に直接の影響がある内容ですので、資料やＱ＆Ａを参考

に、あらかじめ手順を確認しておくとよいでしょう。 

【国税庁「定額減税 特設サイト」】 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 

【同「令和６年分所得税の定額減税のしかた」】 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf 

【同「令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ」】 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 
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2024年 10月からの社会保険適用拡大に関するＱ＆Ａが公開されました 

 

 所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者（正社員）の４分の３に満たない短時間労働

者でも、①１週の所定労働時間が 20 時間以上であること、②所定内賃金が月額 8.8 万円以上で

あること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用されていること、という要件を満たせば、

健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。 

 今年の 10月から、④の特定適用事業所の企業規模要件が、使用される厚生年金保険の被保険者

の総数が常時 100 人を超える企業から常時 50 人を超える企業に拡大されるため、厚生労働省に

よるＱ＆Ａが公開されました。関係のある方は、下記をご確認ください。 

 

◆問９ 「被保険者の総数が常時 50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で

常時 50人を超えると判断することになるのか。 

（答）「被保険者の総数が常時 50人を超える」とは、①法人事業所の場合は、同一の法人番号を

有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、６か

月以上 50人を超えることが見込まれる場合を指します。②個人事業所の場合は、適用事業所ご

とに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12か月のうち、６か月以上 50人を超えるこ

とが見込まれる場合を指します。 

 

◆問 10 特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。 

（答）特定適用事業所に該当した場合は、①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全て

の適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届

を届け出ることになります（健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届につい

ては、健康保険組合へ届け出ることになります。）。②個人事業所の場合は、各適用事業所か

ら、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります（健康保険組合が管掌

する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。）。 

 

【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Ｑ＆Ａ集（令和６年 10

月施行分)）】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf 

  



 

 

 

 

外国人労働者数が初の 200万人超え～厚生労働省のまとめより 

 

厚生労働省は１月 26 日、令和５年 10 月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまと

めを公表しました。 

国内で働く外国人は昨年 10 月末時点で前年と比べ 12.4％増えて、204 万 8,675 人に上り、平

成 25 年から 11 年連続で過去最多を更新しました。外国人労働者の増加率はコロナ禍前の水準

にまで回復しています。また、比較可能な平成 20 年以降、200 万人を超えるのは初めてです。 

 

◆外国人労働者数は過去最高を更新 

外国人労働者数は 204 万 8,675 人で、前年比で 22 万 5,950 人増加し、届出が義務化された平

成 19 年以降、過去最高を更新しました。対前年増加率は 12.4％と、前年の 5.5％から 6.9 ポイ

ント上昇しています。 

 

◆外国人を雇用する事業所数も過去最高を更新 

外国人を雇用する事業所数は 31 万 8,775 所で、前年比 1 万 9,985 所増加し、届出の義務化以

降、こちらも過去最高を更新しています。対前年増加率は 6.7％と、前年の 4.8％から 1.9 ポイ

ントの上昇でした。 

 

◆国籍別では、ベトナムが昨年同様に最多 

国籍別では、ベトナムが最も多く 51 万 8,364 人で、外国人労働者数全体の 25.3％を占めてい

ます。次いで中国 39 万 7,918 人（全体の 19.4％）、フィリピン 22 万 6,846 人（全体の

11.1％）の順となっています。 

対前年増加率が高かったのは、インドネシア（56.0％増）、次いでミャンマー（49.9％増）、

ネパール（23.2％増）の順となっています。 

 

◆在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が前年比最多の増加率 

在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく 59 万

5,904 人で、前年比 11 万 5,955 人（24.2％）の増加、次いで「技能実習」が 41 万 2,501 人で、

前年比６万 9,247 人（20.2％）増加、「資格外活動」が 35 万 2,581 人で、前年比２万 1,671 人

（6.5%）の増加でした。 

【厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和５年 10 月末時点）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html 

  



 

 

 

 

「特定受託事業者（フリーランス）に係る取引の適正化に関する検討会」報告書が 

まとめられました 

 

 特定受託事業者（フリーランス）に係る取引の適正化等に関する法律（以下、「本法」といいま

す）の施行に向けて、政令または公正取引委員会規則で定めるとされている事項について、公正

取引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、特定受託事業者に係る取引の適正化に関する

検討会がとりまとめた報告書を公表しました。 

 

◆業務委託をした場合に明示しなければならない事項（本法３条１項） 

 本法３条１項では、業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合、公正取引委員会

規則に定める事項を明示しなければならないとされています。この公正取引委員会規則に定める

事項について、下請法や業法・業界の慣行とそろえるべきとの意見により、下記の事項とするこ

とが適当と示されました。 

① 業務委託事業者および特定受託事業者の商号、名称等 

② 業務委託をした日 

③ 特定受託事業者の給付・役務を受領する期日 

④ 特定受託事業者の給付を受領する場所 

⑤ 給付・役務の内容を検査する場合は、検査完了期日 

⑥ 報酬をデジタル払い（報酬の資金移動業者の口座への支払い）する場合に必要な事項 

 

◆規定の対象となる業務委託の期間（本法５条１項柱書） 

 本法第５条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し、業務委託をした場合にしては

ならない行為を定めています。この規定の対象となる業務委託は、政令で定める期間以上の期間

行うもの（契約の更新により、期間以上継続して行うこととなるものを含みます）に限定されて

おり、この具体的な期間は「１か月」とすることが適当と示されました。 

 

 報告書では、上記２点のほか、任意事項とされる電磁的方法による明示の認否や、再委託する

場合の取扱いについても方針が示されています。フリーランスとの取引がある場合は、新法の施

行までに準備を進めていきましょう。 

【公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会』報告書について」】 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jan/240119_1_fl_report.html 

 


